
大分県人権教育推進計画の改訂について 

 
１ 改訂の必要性 

大分県教育委員会は平成１７年１月に「大分県人権教育基本方針」を、平成１８年２

月に「大分県人権教育推進計画」を策定し、その後、平成２７年２月に改訂し、すべて

の人の人権が尊重される社会の実現に向けて、人権教育を推進し人権問題の解決に向か

う実践力の育成を図ってきた。 
今回は、前回の改訂より５年が経過し、人権を取り巻く状況が変化していることなど

を踏まえ改訂するものである。主な内容としては、前回改訂以降の人権に関する法律や

条例、計画等の内容を盛り込むほか、これまでの県内の実態調査の結果、大分県人権尊

重施策基本方針の改定などを踏まえ、人権教育で推進するべき計画を、より簡潔にわか

りやすく表記することでさらなる推進を図りたい。 
 

２ 改訂の骨子 

（１）検討項目 
ア 国連の取組「人権教育のための世界計画」（第４フェーズ 2020～2024） 
  若者を重点対象としたこと、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標 4.7 と連携さ

せること、第１～第３フェーズの取組を強化することとした行動計画が示された。 
 
イ 部落差別解消推進法、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法が成立し、個別人

権課題解決に向けた法整備が行われた。 
 
ウ 「平成３０年度県民意識調査」をはじめ、各種人権教育実態調査結果の反映 

・人権への関心の二分化、学びの不足や無知による差別の発生 
・県内の地域による学びの差 
 

  エ 「大分県人権尊重施策基本方針」（Ｒ１改定）の内容との整合性 
 

オ 部落差別解消推進法の施行に伴い、同和問題から部落差別問題へ表記を変更すると

ともに、解消に向けた具体的な取組の必要性 
 
カ 個別人権課題の解消に向けた記載の変更 
 ・入管法改正による外国人及び外国人児童生徒の増加とその対応 
 ・性的少数者の人権問題の現状と学校等による取組 
 ・ネット社会の人権問題に対する具体的な取組 
 
キ 多くの人にわかりやすい計画とするために簡潔で見やすい表記に変更し、ページ数

を大幅に削減（現行７３頁 → ３０頁程度） 
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（２）実施期間 
  今回の改訂による「大分県人権教育推進計画」は、概ね５年程度とする 
 

３．大分県人権教育推進計画改訂までのスケジュールの概要 

 

年 月 取組の概要 

令和２年 

５月 
検討委員会（８名）の発足 
教育委員会にて報告 

６月 
大分県人権教育推進計画改定素案の作成 
第２回定例会常任委員会にて報告 

７月 第１回検討委員会 

８月 
検討委員会の協議結果をもとに、大分県人権教育推進計画改訂素案

を修正し、修正案を作成 
１０月 大分県人権教育推進計画改訂（案）を作成 

第２回検討委員会 
１１月 
～ 

１２月 

 
パブリックコメント募集 

令和３年 １月 第３回検討委員会で決定 
２月 教育委員会にて報告 

３月 第１回定例会常任委員会にて報告 
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